
一般社団法人 昭和医科大学薬学部同窓会  定款 

 

第 1 章 総則 

（名称） 

第１条 この法人は、一般社団法人昭和医科大学薬学部同窓会と称する。 

   

（事務所） 

第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。 

  ２ この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置すること

ができる。 

（目的） 

第３条 この法人は、会員相互の親睦を図り、会員と昭和医科大学との連携を密にして会

員と昭和医科大学並びに薬学の発展に資することを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

 （１）会員相互の交流及び親睦に関する事業 

 （２）支部設立の促進及び活性化活動 

 （３）会報及び会員名簿の発行 

 （４）各種集会及び研修会の開催に関する事業 

 （５）昭和医科大学薬学部学生及び同大学院薬学研究科院生の育成・研究支援に関する

事業 

 （６）その他、本法人の目的を達成するに必要な事業 

 

第 2 章 会員 

（法人の構成員） 

第５条 この法人の会員は次のとおりとする。 

 （１）正会員：この法人の目的に賛同し、所定の手続きをした昭和医科大学（昭和大

学）薬学部卒業者及び昭和医科大学（昭和大学）大学院薬学研究科修了者。 

 （２）準会員：この法人の目的に賛同した昭和医科大学薬学部及び昭和医科大学大学院

薬学研究科在籍者。なお、準会員のうち在学中に所定の手続きをしたものは卒業

と同時に正会員となるものとする。 



 （３）名誉会員：別に定める施行細則により、この法人から名誉会員の称号を贈られた

者。 

 （４）特別会員：昭和医科大学薬学部の現職教育職員あるいは元教育職員（ただし正会

員であるものを除く）で、この法人の目的に賛同し、理事会で承認された者。  

  ２ この法人は、別に定める施行細則により正会員の中から社員総会（評議員会）の

議決を経て選出された評議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律（以下「一般法人法」という）上の社員とする。 

 

（入会） 

第６条 この法人の正会員になろうとする者は、所定の入会申込書に必要事項を記載し、

会費を添えて法人事務局に提出しなければならない。 

２ 準会員のうち、在学中に前項の手続きを行ったものは、別に定める施行細則によ

り本法人からの支援及び表彰を受けることができる。 

 

（会費） 

第７条  正会員になろうとする者は、別に定める施行細則により会費を納入しなければな

らない。  

２  既納の会費は、準会員が退学する場合を除き、いかなる理由があってもこれを返

還しない。 

 

（会員の義務） 

第８条 会員は本法人の事業目的達成にために協力しなければならない。 

  ２ 会員は、その住所氏名職業を変更した時は、速やかに届け出なければならない。 

 

（任意退会） 

第９条 会員は別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会す

ることができる。ただし、１か月以上前にこの法人に対して予告をするものとす

る。 

 

（除名） 

第１０条   会員が次の各号の一つに該当するとき、社員総会の決議により当該会員を除

名することができる。 

（１）この法人の名誉及び信用を著しく傷つける行為があったとき 

（２）その他除名すべき正当な事由があるとき 

 

（会員の資格喪失） 



第１１条   会員は次の理由があるときは、その資格を喪失する。 

（１）任意退会の手続が完了したとき 

（２）除名されたとき 

（３）死亡し、又は解散したとき 

 

第３章    社員（評議員） 

（社員の選任） 

第１２条 社員は、別に定める施行細則により正会員の中から社員総会の議決を経て選任

される。 

 

（社員の任期） 

第１３条 社員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す

る定時社員総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。 

 

第４章    社員総会 

（構成） 

第１４条 社員総会は、社員をもって構成する。 

２   社員総会における議決権は、社員１名につき１個とする。 

 

（開催・招集） 

第１５条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、 毎事業

年度の終了後３か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。 

２   社員総会開催にあたっては、書面をもって（電磁的方法を含む）、開催日の１週

間前までに通知を発しなければならない。ただし、書面又は電磁的方法をもって

議決権を行使することを認める場合には２週間前までに発するものとする。 

 

（議長） 

第１６条  社員総会の議長は、理事長又は理事長が指名したものがこれに当たる。 

 

（社員総会の権限） 

第１７条  社員総会は、一般法人法及びこの定款に規定する次の事項に限り、決議するこ

とができる。 

（１） 事業計画及び収支予算の承認、事業報告及び収支決算の承認 

（２） 貸借対照表及び損益計算書の承認 



（３） 理事及び監事の選任及び解任 

（４） 定款の変更 

（５） 法人の解散及び残余財産の処分 

（６） 会員の除名 

（７） その他社員総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項 

 

（社員総会の決議） 

第１８条 社員総会は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の

過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって決議

する。 

２   一般法人法第４９条第２項の定めによる次の特別決議は、総社員の半数以上で

あって、総社員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければなら

ない。 

（１） 会員の除名 

（２） 監事の解任 

（３） 定款の変更 

（４） 法人の解散及び残余財産の処分 

（５） その他法令で定められた事項 

 

（書面による議決権行使等） 

第１９条 社員総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面又は電磁的

方法をもって議決権を行使することができる。 

２    社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。 

 

（議事録） 

第２０条   社員総会の議事については、一般法人法に定めるところにより、議事録を作

成する。 

２  議長及び当該社員総会において社員から選任された２名以上の出席社員の代表

は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名する。 

 

第５章    役員及び職員 

（役員） 

第２１条   この法人には次の役員を置く。 

（１）理事２０名以内（理事長、副理事長を含む） 

（２）監事２名 



２ 理事のうち１名を理事長とし、理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。 

 

（理事等の選任） 

第２２条   この法人の理事は、社員の中から選任する。 

２ この法人の理事は、社員総会において、別に定める施行細則により推薦され、総

社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数

の決議により選任する。 

３  理事長は理事会の決議により選出し、社員総会の承認を経るものとする。 

４ 副理事長は、理事長が理事の中からこれを指名し、理事会及び社員総会で承認さ

れた者とする。 

５ 副理事長の定員は 3 名とする。 

６ 理事長は必要に応じて社員の中から特任理事を指名できる。特任理事は前条の理

事には当たらず、理事長からの要請に基づき理事会に出席し意見を述べることが

できるが、理事会の議決に加わることはできない。 

 

（理事の任期） 

第２３条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す

る定時社員総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。 

  ２ 任期満了前に選任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の残任

期間とする。 

３ 特任理事の任期は、選任時の理事長の任期の満了する時までとする。 ただし、

再任を妨げない。 

 

（理事の職務） 

第２４条   理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂

行する。 

２ 理事長は法人を代表し、理事会の業務を総理する。 

３ 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は欠けたとき、その職務

を代行する。 

 

（監事の選任及び任期） 

第２５条 この法人の監事は、理事会によって推薦され、社員総会の決議によって選任す

る。ただし、理事との兼任は認めない。 

２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する

定時社員総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。 

３ 任期中に監事を辞任した場合は、所定の手続きを経て速やかに後任を補充するも



のとし、その際の任期は、前任者の残存期間とする。 

 

（監事の職務） 

第２６条   監事はこの法人の会計及び法人業務執行を監査し、法令で定めるところによ

り、監査報告を作成する。 

２ 監事は理事会の議決権を有しない。 

 

（役員の解任） 

第２７条   理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監

事を解任する決議は、総社員（評議員）の半数以上であって、総社員の議決権の

３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

 

（常任幹事、幹事及び回生幹事） 

第２８条 この法人の役員を補佐するため、常任幹事、幹事、及び回生幹事を置く。 

２ 常任幹事、幹事及び回生幹事は、別に定める施行細則により推薦され、理事会の

決議により選任する。 

４ 常任幹事、幹事及び回生幹事の定数、任務及び任期については、別に定める。 

 

（名誉会長及び顧問） 

第２９条 この法人は、名誉会長若干名、相談役 3 名以内及び顧問５名以内を置くことが

できる。 

２ 名誉会長は、会長・理事長経験者の中から理事会の決定により理事長が委嘱す

る。 

３ 相談役は、理事経験者の中から理事会の決定により理事長が委嘱する。 

４ 顧問は、この法人に功労のあったものの中から理事会の決定により理事長が委嘱

する 

５ 名誉会長は、この法人運営の最重要事項についての意見を述べることができる。 

６ 相談役及び顧問は、この法人運営の重要な事項について会長の諮問に応じる。 

７ 名誉会長、相談役及び顧問の任期については、第２３条第１項の規定を準用す

る。この場合において、「理事」とあるのは「名誉会長」、「相談役」又は「顧

問」と読み替えるものとする。 

 

（事務局及び職員） 

第３０条   この法人の事務を処理するために、事務局を設け職員を置くことができる。 

２ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。 

３  職員は、理事長が任免し、有給とする。 



 

第６章    理事会 

（構成） 

第３１条   この法人に理事会を置く。 

２    理事会は、全ての理事をもって構成する。 

３    理事を兼ねていない支部長は、理事会に出席し意見を述べることが出来る。た

だし、議決権は有しない。 

 

（権限） 

第３２条   理事会はこの定款に定めるもののほかに、次の職務を行う。  

（１） この法人の業務執行の決定 

（２） 社員総会の招集に関する事項  

（３） 理事長及び副理事長、特任理事の選定及び解任  

（４） 理事の職務執行の監督 

（５） 委員会の設置及び改廃並びにその運営に関する事項  

（６） 名誉会長、相談役及び顧問の選任 

（７） 名誉会員の選任 

（８） その他、この法人の定款及び法令で定める事項 

 

（招集） 

第３３条   理事会は、定時理事会及び臨時理事会とする。 

２ 定時理事会は、毎年２回、臨時理事会は必要に応じて、理事長がこれを招集す

る。 

３ 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

４ 理事長は、毎事業年度に４か月を超える間隔で二回以上、職務の執行の状況を理

事会に報告しなければならない。 

 

（理事会の決議） 

第３４条   理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わるこ

とができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。 

 

（議事録） 

第３５条   理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名



する。 

 

第７章    会員集会 

（構成） 

第３６条   会員集会は、この法人の全ての会員で構成される。 

 

（招集） 

第３７条   会員集会は、毎年１回、理事長がこれを招集し、議長は理事長又は理事長が

指名したものがこれに当たる。 

 

（権限） 

第３８条   会員集会は、社員総会で決議した事項の報告を受ける。 

 

第８章    委員会 

（委員会の設置） 

第３９条 この法人は、法人の目的を達成するために下記の常置委員会を置く。 また、理

事長が必要と認めたときは、下記の常置委員会の他に特別委員会を置くことがで

きる。 

（１） 総務委員会 

（２） 支部会活性化委員会 

（３） 学術委員会 

（４） 渉外担当委員会 

（５） 広報・編集委員会 

（６） 会員活性化委員会 

２    常置委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項については、理事会の決

議を経て別に定める。 

（構成） 

第４０条   常置委員会の委員長は、理事会において評議員の中よりこれを選任する。 

２    委員は、正会員の中より委員長がこれを推挙し、理事長がこれを委嘱する。 

 

第９章    支部会 

（支部会の設置と運営） 

第４１条 この法人は、法人の目的を達成するために都道府県又は一定の地域を単位として



支部会を置くことができる。 

２ 支部会の新設・改廃は理事会の決議をもって行う。 

３ 支部会への助成等については理事会の決議をもって行う。 

４ 支部会は、支部会員及び支部会役員の氏名、その他必要な事項を本法人事務局に

提出しなければならない。 

５ 支部会の細則は各支部において別に定める。 

 

第１０章    資産及び会計 

（事業年度） 

第４２条   この法人の事業年度は、毎年 6 月１日に始まり翌年 5 月３１日に終わる。 

 

（経費の支弁） 

第４３条   この法人の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第４４条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、各事業年度開始の前日までに

理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を得なければならない。こ

れを変更しようとする場合も、同様とする。 

 

（事業報告及び収支決済） 

第４５条   この法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、理事長が

次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総

会に提出し、第１号及び第２号の書類については、 その内容を報告し、第３号

から第５号までの書類については、承認を受けなければならない。 

（１） 事業報告 

（２） 事業報告の附属明細書 

（３） 貸借対照表 

（４） 損益計算書（正味財産増減計算書） 

（５） 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書 

 

（剰余金の不分配） 

第４６条   この法人は、剰余金の分配は行わない。 

 

第１１章    定款の変更及び法人の解散 



（定款の変更） 

第４７条 この定款は、総社員の半数以上が出席する社員総会において、総社員の議決権

の３分の２以上に当たる多数の決議によって変更することができる。 

 

（法人の解散） 

第４８条 この法人は、総社員の半数以上が出席する社員総会において、総社員の議決権

の３分の２以上にあたる多数の決議その他法令に定める事由により解散する。 

 

（残余財産の帰属） 

第４９条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条 第１７号に掲げる法

人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

第１２章    情報公開 

（情報公開） 

第５０条   この法人は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況及び運

営内容、財産資料等の情報を積極的に公開するものとする。 

２    情報公開等に関する事項は、理事会の決議によるものとする。  

 

（公告） 

第５１条   この法人の公告は、電子公告とする。 

２  事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場

合は、官報に掲載する方法により行う。 

 

附則 

（最初の事業年度） 

第５２条   この法人の最初の事業年度は、法人の成立日から令和 8 年 5 月３１日 までと

する。 

（設立時社員の氏名及び住所） 

第５３条   この法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。 

氏名               住所 

   稲垣 雅彦 神奈川県藤沢市鵠沼松が丘 4 丁目 15 番 9 号 

   沼澤 聡  神奈川県横浜市保土ヶ谷区権太坂一丁目 34 番 15 号 

 



（設立時理事等） 

第５４条   この法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。 

設立時理事 稲垣 雅彦、沼澤 聡、與儀 美由紀、野部 浩司、 

金田一 成子、山元 俊憲、倉田 なおみ 

 設立時代表理事 稲垣 雅彦 

設立時監事 佐藤 淳一、稲垣 昌博 

 

第５５条   本定款に定めない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。 

 

以上、一般社団法人昭和医科大学薬学部同窓会の設立のため、この定款を作成し、設立時

社員が次に記名押印する。 

 

令和 7 年６月１２日 

 

設立時社員  稲垣 雅彦   印  

設立時社員  沼澤 聡   印  

 


